
資料○ 

利益供与等の禁止について 

 

○ この度、利益供与等の禁止について、令和７年３月の障害保健福祉関係主

管課長会議にて、厚生労働省から見解が示されました。 

 

○ 指定障害福祉サービス事業者が、当該サービスの利用希望者を紹介した者

（障害福祉サービス事業者以外の者）に対し、その対償として、金品等の利

益の供与を行うことは、基準省令第３８条に違反するものとされます。 

 

障害保健福祉関係主管課長会議資料（令和 7年 3月）から抜粋（P.65～66） 

５ 障害福祉サービス事業の適切な運営について 

（５）利益供与等の禁止について 

指定障害福祉サービス事業者等の紹介・選択が公正中立に行われるよ

う、指定障害福祉サービス事業者等の指定基準において、利益供与等の

禁止について規定している。これは、障害福祉サービスは、障害者自ら

サービス の内容や質に基づき選択し、利用すべきものであり、こうした

障害者の意思決定を歪めるような誘因行為については禁止しているもの

である。 

（利益供与等の禁止）  

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその

従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹

介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならな

い。 

２ 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を

行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者か

ら、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産

上の利益を収受してはならない。 

（※）他サービスについても、当該規定を準用 

 

 当該規定の「他の障害福祉サービスの事業を行う者等」は、障害福祉サ 

ービス事業者以外の者を含むものであり、例えば、指定障害福祉サービス 

事業者が、当該サービスの利用希望者を紹介した者（障害福祉サービス事 

業者以外の者）に対し、その対償として、金品等の利益の供与を行うこと 

は、当該規定に違反するものであることから、ご留意いただきたい。 


